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公正な事業活動

ドコモでは、企業価値を高めていくために、

コーポレート・ガバナンスを有効に機能させることで、

経営の迅速性、透明性、健全性を確保するよう取組んでいます。

Fair Business Practices



NTTグループ人権方針

ドコモグループは、人権の尊重が企業にとって重要な社会
的責任であるとの意識に立ち、「NTTグループ人権方針」を
人権尊重の基盤とし、「NTTドコモグループ人権に関する基
本方針」で表明した考え方を実践していきます。

社会的身分、門地、人種、民族、国籍、宗教、障がいの有
無、性別、性的少数者、妊娠・出産、育児・介護休業などに
より差別やハラスメントの起こらない、人権を尊重する職場
づくりをめざして、人権啓発活動を推進しています。

NTTグループ人権方針
NTTグループでは、グローバルに事業展開していく企業グ

ループとして人権の尊重が企業にとって重要な社会的責任で
あるという認識に立ち、NTTグループのバリューチェーンにか
かわるすべての人びとに対する人権への配慮と人権マネジメン
トの強化が必要であると考えています。その考え方を表明す
るものとして2014年に「NTTグループ人権憲章」を制定し
ました。2021年11月には、より一層、安心・安全で豊かな
持続可能な社会の実現をめざすため、「NTTグループ人権憲
章」を「NTTグループサステナビリティ憲章」の一部に包摂し、
「NTTグループ人権方針」を制定しました。「NTTグループ
人権方針」は、「世界人権宣言」をはじめとする国際規約や
条約を取り入れ制定され、NTTグループすべての社員と役員
に適用されます。また、サプライヤやビジネスパートナーに対
しても本方針の支持と人権の尊重に努めるように求めます。

人権
NTTグループ人権方針（概要）

（1）国際規範への対応
グローバルに事業を展開する企業として、国際規約・条約 *を支持すると共に、NTTグループがグローバル水準の人権方針を社内
外に開示します。
* 「世界人権宣言」をはじめ、グローバルな視点で議論・採択された国際規約・条約

（2）特に重要と考える人権課題への対応
4つの切り口から人権を考え、注力する重要な人権を特定し、取り組みます。

•  多様な文化、価値観を認め合う「多様性と包摂性（Diversity & Inclusion）」の推進  

（差別の禁止、自由と権利の尊重、職場における公平性、格差と貧困）

•  高い倫理観とテクノロジーを両立する「高い倫理観に基づくテクノロジー」の推進  

（テクノロジー、データバイアス、プライバシー、個人情報保護、セキュリティ）

•  活き活きと働きやすい環境整備に向けた「Work in Life（健康経営）」の推進  

（多様な働き方、職場の安全、結社の自由と団結権、生活賃金、福利厚生の充実）

•  人権に配慮した「適切な表現・言論・表示」の推進  

（広告や表示における表現、表現の自由、アクセシビリティ）

（3）適用の範囲
本方針は、NTTグループの全ての従業員と役員に適用し、また、サプライヤーやビジネスパートナーに対しても、本方針の支持と
人権の尊重に努めるよう求めます。

（4）デューデリジェンス
ビジネスと人権に関する指導原則をもとに、人権デューデリジェンスプロセスを用いて、人権課題の特定、防止、軽減、是正をグ
ローバル規模で進め、グループ一体となった人権意識の向上、人権マネジメントの向上に努めます。
デューデリジェンスはバリューチェーン全体を対象に実施し、特に重要なサプライヤーとは直接対話を基本に取り組みます。
取り組み状況はウェブサイトやサステナビリティレポート、人権報告書等にて開示し、評価・改善を継続的に行える仕組みとします。

（5）告発・救済
人権侵害の防止に努めるため、グループ各社において内部通報のための社内／社外受付窓口を設けます。これら窓口への通報者に
対して、通報したことで、不当な人事（解雇、降格など）その他不利益が生じないよう保護することを約束します。また、窓口に寄
せられた相談や通報は適宜、取締役会にも報告し透明性を担保および、問題解決に真摯に対応します。
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基本的な考え方

https://group.ntt/jp/newsrelease/2021/11/10/pdf/211110ca.pdf


サプライヤエンゲージメントの強化
•  サプライヤと直接対話を通しリスク評価の強化

NTTグループ人権方針 制定

人権ダイアログ実施（国内外のグループ会社）
•  グループ会社との人権課題の共通理解の醸成

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」

NTTグループ人権憲章
•  グローバルポリシー制定

プレアセスメント
•  グローバルの情報収集

人権マネジメント調査（国内外のグループ会社）
•  グループ各社の人権問題に関する 
マネジメント実態を把握

リスク評価（人権インパクトアセスメント）
潜在的人権インパクトアセスメント
•  リスクエリアとリスク指標を数値化
•  NTTグループの人権指標を抽出

リスク評価（人権インパクトアセスメント）
顕在的人権インパクトアセスメント
•  インドにおける人権課題の把握

人権マネジメント調査（国内外のグループ会社）〈第2回〉
•  当社グループの優先すべき人権課題の特定

2011

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2021

2020

2022

NTTグループ人権方針

NTTドコモグループ人権に関する基本方針
ドコモグループでは、人権に関するより具体的な取組み
方針として「NTTドコモグループ人権に関する基本方針」
（2016年改定）を制定し、人権啓発を推進しています。

NTTグループでは人権デューデリジェンスプロセスを構
築し、段階的に取組みを実施してきました。2022年度から
はEco Vadisなどの外部評価を通し、サプライヤエンゲージ
メントの強化にも取組んでいます。

今後も、NTTグループにおけるデューデリジェンスプロ
セス機能向上のための管理体制強化に努めます。
一次サプライヤに対しては、「自主評価質問票（SAQ）」に

よって、人権を含むサステナビリティリスクについて毎年評
価を実施しています。この「自主評価質問票（SAQ）」では、
結社の自由および団体交渉の権利行使の順守をはじめ、児
童労働、強制労働に関してもモニタリングしています。「自
主評価質問票（SAQ）」で高いリスクが存在すると確認され
た場合は、当社社員が直接お取引先を訪問して状況を確認
し、是正措置計画を共同で作成するなどの対応を行います。
2022年度も、「自主評価質問票（SAQ）」によるアセスメン
トを実施した結果、人権に関して高いリスクがあると判断さ
れたお取引先はありませんでした。
さらに、管理下にないジョイントベンチャー（持分法適用

会社）については、NTTグループの人権マネジメント調査票
を簡略化したドコモ独自の調査票に基づき、人権リスクの特
定および特定されたリスクに対する是正措置が確実に実行さ
れているかどうかを確認しています。

人権デューデリジェンス

NTTドコモグループ人権に関する基本方針

私たちNTTドコモグループで働く全ての役員・社員は、人権
が重要な問題であることを確信しており、安心・安全で豊か
な社会を築くため、「NTTグループ人権方針」「NTTドコモグ
ループ倫理方針」及び「サステナビリティ方針」に基づき、
自ら率先して、全てのステークホルダーの人権を尊重する企
業体質の確立をめざします。

1.  私たちは、事業活動を通じて、同和問題をはじめとした人
権問題の解決に努めます。

2.  私たちは、多様性を尊重するとともに、お互いに感謝の気
持ちを大切にしてコミュニケーションを深め、ハラスメン
トのない健全な職場環境づくりを行います。

3.  私たちは、人権尊重の観点から必要の都度、業務内容等に
ついて見直しと改善を行い、事業活動へ反映します。

4.  私たちは、NTTドコモグループ各社で連携し、「人権啓発
推進委員会」をはじめとする体制を整備し、人権啓発活動
の推進と活性化を図ります。

外部専門機関によるこれまでのリスク評価の取組み

年度 主な取組み

2017 潜在的人権インパクトアセスメントを実施し、主要な人権課題
を特定

2018 テストケースとしてアジアエリアで顕在的人権インパクトア
セスメントを実施

2019 インパクトアセスメント結果からの優先課題において、それが
妥当なのか改めて確認するため、マネジメント調査を実施

2020

•  優先課題に対してグローバルを含めたNTTグループ企業一
体としての理解の醸成を踏まえることを目的に、外部有識者
の協力を得て課題の洗い出しを実施
•  企業として求められる人権マネジメントの内容および競合
他社の状況を調査し、ギャップ分析を実施
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表現の自由とプライバシーの尊重に関する原則（英語のみ）

人権・ハラスメントに関する相談窓口の対応プロセス
人権啓発への取組みに関して「人権啓発推進委員会」を設
置しています。委員長である代表取締役副社長を中心に、常
務執行役員、各支社長、総務人事部長、法務部長、ブランド
コミュニケーション部長、サステナビリティ推進室長、監査
等委員で構成しており、委員長は委員会を主宰し、人権啓発
推進にかかわる基本方針の策定および改定、施策の実施状況
などを実施する責任を担っています。

人権啓発推進委員会は人権啓発活動を全社的に推進するた
めの組織であり、人権啓発活動方針や研修施策・計画を策
定・管理しています。また、各組織にはコンプライアンス推
進責任者および職場における推進リーダーであるリスク・コ
ンプライアンスリーダー（RCL）を配置し、各職場に根ざし
た人権啓発活動に取組んでいます。

派遣社員を含むすべての社員およびお取引先の社員など
が、人権・ハラスメントに関する問題や悩みを相談できる相
談窓口を社内・社外に設置しています。これらの相談窓口で
は、相談者のプライバシーや通報者の保護に十分配慮した上
で、問題や悩みの解決に向けて適切に対応しています。特に
社外相談窓口においては、外部専門機関のカウンセラーによ
る対応も可能にするなど、社員がより安心して相談できる環
境を整えるとともに、相談・通報をしたことを理由に不利益
な扱いを受けないよう徹底しています。2022年度の人権に

人権を侵害する行為には厳しく対応し、懲戒処分の対象と
しています。なお、再発防止の観点から、このような事例に
ついては四半期ごとにドコモグループの社員へ周知の上、注
意喚起を行っています。実際に人権侵害問題が発生した場
合、「行為者からの引き離し」や「報復行為の禁止」を含め
た措置を講じ、当事者の救済を行います。

ドコモでは、近年課題認識が深まっているICT産業特有の
人権問題であるインターネットやソーシャルメディア、通信機器
を介したコミュニケーションでの表現の自由とプライバシー保
護についても、人権の侵害がないように注意を払っています。
国際的な通信事業会社のネットワークであるGlobal Network 

Initiativeが2013年に定めた「表現の自由とプライバシーの尊
重に関する原則」を参考に、行政からの要請で国家の安全保障
など、特別な状況下で顧客情報を提供しなければならない場合
にも、国際的に認められた表現の自由やプライバシーの保護な

マネジメント体制

人権啓発推進委員会について

人権・ハラスメントに関する相談窓口

人権を侵害する行為への対応

表現の自由とプライバシーの保護

ど、人権に沿って自社の擁護責任を果たしていく姿勢を取って
います。特に「子どもの権利とビジネス原則」では、製品・サー
ビスの開発・提供や、マーケティングや広告活動において「子
どもの権利」が守られているかが問われています。ドコモでは、
製品・サービスにおいて子どもの安全を確保するため、キッズ
ケータイや「フィルタリングサービス」（ P. 68  ）などを提供し、
また安全な利用のための啓発活動として「スマホ・ケータイ安
全教室」（ P. 75  ）を展開しています。また、マーケティングや
広告表現においては社内の消費生活アドバイザーによる確認を
実施し、子どもたちに害のある表現を避けています（ P. 73  ）。
加えて「データ活用によるお客さまや社会への新たな価値

の継続的な提供」とともに、「お客さまにとって最適なプラ
イバシー保護」を実現すべく、2018年に「NTTドコモパー
ソナルデータ憲章」を策定、2019年に公表しました。情報
セキュリティとプライバシー保護の取組みをリスク管理の一
貫に含めています（ P. 89  ）。

関する違反件数は12件でした。なお、重大な人権侵害に該
当する違反は発生していません。

通報者（ドコモグループの社員、お取引先の社員など）

事実関係調査（相談内容に該当する組織の長）

調査結果
回答相談

調査報告
承認

相談受付
報告

調査報告書
提出調査依頼

人権啓発推進委員会事務局

人権啓発推進委員長

調査結果
回答相談

調査結果
連絡

相談受付
連絡

調査報告
承認

相談受付
報告

調査報告書
提出調査依頼

弁護士事務所・カウンセラー

人権啓発推進委員会事務局

人権啓発推進委員長

社内相談窓口 社外相談窓口
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NTTドコモグループ倫理方針

ドコモグループは、経営の根幹となるべきコンプライアン
ス（法令や倫理の順守）の基本をグループ全体で共有し、意
識を徹底するために、法令や倫理の順守、情報開示による経
営の透明性確保、公正・透明・自由な競争と取引の推進、社
員の人権の尊重など10か条を定め、倫理観の醸成に積極的
に取組んでいます。この倫理方針は、グローバルに共有すべ
きものとして、英語でも作成しています。

コンプライアンス管理規程は、ドコモが企業の社会的責任と
して取組む、法令順守や企業倫理確立のための活動を推進す
る上で基準となる事項について定めたものです。この規程は、
役員を含むすべての社員（派遣社員含む）に適用されます。

ドコモグループでは、社員一人ひとりが「NTTドコモグ
ループ倫理方針」を順守し、人権を尊重し、高い倫理観のも
と、ますます高まる社会の要請・期待に応え続けることをコ
ンプライアンス経営の基本としています。
「コンプライアンス推進委員会」を中心としたコンプライ
アンス推進体制を構築しています。具体的には、社員が不
正・不祥事に気づいた場合の相談・通報体制の整備、各組織
へのコンプライアンス推進責任者の配置、全社員に対する倫

経営トップから人権メッセージを発信
毎年、国連「世界人権宣言」の採択を記念した「世界人権
デー」（12月10日）と「人権週間」（12月4～10日）にあわせ
て人権啓発推進委員長である代表取締役副社長から全社員に
人権に関するメッセージを発信しています。
このメッセージを通じ、国連「世界人権宣言」の精神と
趣旨などについて理解を促すことで、社員一人ひとりが人
権を身近な問題として捉え、意識を高められるよう取組ん
でいます。

人権啓発研修
社員の人権に対する意識を高めるために、毎年、派遣社
員を含めた全社員を対象に、各組織でWeb研修や映像教材、
ディスカッションなどを活用した研修を実施しています。ま
た、経営幹部を含む階層別の研修や、リスク・コンプライア
ンスリーダーの研修も積極的に執り行っています。
研修内容は、「なぜ企業が人権に取組むのか」といった基
本から、同和問題、セクハラ、パワハラ、人権に配慮した表
現方法など、さまざまなテーマを幅広く学べるよう工夫する
とともに、研修後には意識調査を行い、意識の向上と効果を
モニタリングしています。

人権啓発施策の展開
ドコモグループは、毎年、人権にちなんだ標語・ポスター
の募集を行い、人権週間にあわせて優秀作品を表彰していま
す。2022年度の応募総数は標語が19,903作品、ポスター
が95作品となりました。また、社内のWebサイトを活用し
て人権に関するメールマガジンを定期発信するなど、全社員

NTTドコモグループ倫理方針

コンプライアンス管理規程

基本的な考え方

人権啓発の取組み の人権に対する意識の向上に努めています。

東京人権啓発企業連絡会に加盟
東京に本社を置く企業を主体に構成されている任意団体

「東京人権啓発企業連絡会」に加盟し、人権啓発トップ層研
修会やグループ研修研究発表会、人権啓発担当者研修会など
に積極的に参加して社会啓発につながる活動に取組み、人権
の輪を広げています。また、各地の企業連絡会においても人
権啓発活動が推進されています。「同和問題に取り組む全国
企業連絡会」などの全国集会が開催されており、当社も積極
的に参加し情報交換を行っています。
外部の機関や団体との連携も重視しており、広範な人権問

題に取組んでいる行政機関、経済団体、運動団体などとも連
携・交流を図りつつ、各団体の主催する研修に参加するな
ど、幅広い活動を進めています。

理・法令順守のための教育・研修など、コンプライアンスに
かかわるさまざまな取組みを実施しています。
また、全社員を対象としたコンプライアンスおよび人権に

関する意識調査を実施し、その結果を各種施策へ反映させる
など、倫理観のさらなる醸成に取組んでいます。
コンプライアンス徹底と企業価値向上に向けた「守りのガ

バナンス」の強化について、社長から講話や社内イントラ
ネットを通じて発信し、利益追求と企業倫理が衝突したとき
には企業倫理を優先しつつ、お客さまサービスの向上と企業
の持続的成長の両立に取組んでいます。

ドコモのビジョン
ドコモの

サステナビリティ
地球環境保全

研究開発・
イノベーション

お客さま・地域との
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コンプライアンス

https://www.docomo.ne.jp/corporate/about/group_ethic/index.html


コンプライアンス推進体制

コンプライアンスや人権にかかわるリスクの未然防止や早
期発見を図るために、ドコモグループ社員とドコモショッ
プスタッフのほか、お取引先の方を対象とした「コンプラ
イアンス・人権にかかわる相談窓口」を設けており、社外相
談窓口は、相談者の匿名性を担保する目的で社外の弁護士
事務所に設置しています。相談の受付にあたっては、相談者
のプライバシー（匿名性）を保護するとともに、各窓口に相
談したことを理由に不利益な取扱いを一切しないことをルー

コンプライアンス推進責任者
各組織に配置され、倫理法令順守のために自組織で取組む実施計
画（コンプライアンスリスクの把握や人権尊重の理解を深めるための
取組み、不適切事項に関する改善のための取組み事項など）を作成。
自組織の順守状況についてモニタリングを実施し、結果を企業倫
理担当役員（支社においては支社長）へ報告。

リスク・コンプライアンスリーダー（RCL）
コンプライアンス推進責任者が任命する自組織のリスク管理およ
びコンプライアンス、人権啓発の普及・推進リーダー。
自組織におけるコンプライアンス、人権啓発の普及・推進のため
の日常的事項の実施や、コンプライアンスリスク発生時における
迅速かつ適切な対応を実施。
コンプライアンス推進委員会事務局および人権啓発推進委員会事
務局全社的なコンプライアンス、人権啓発の推進。各RCLとの連
携を図り個別課題への対応や各種情報交換を実施。

コンプライアンス推進委員会事務局および  
人権啓発推進委員会事務局
全社的なコンプライアンス、人権啓発の推進。各RCLとの連携を
図り個別課題への対応や各種情報交換を実施。

ドコモでは、本社および各支社、グループ会社ごとに「コ
ンプライアンス推進委員会」を設置して、「NTTドコモグ
ループ倫理方針」の理解・浸透、倫理法令順守に関する取組
み事項の決定、倫理法令順守マネジメントシステムの運用・
改善に関する事項の決定、倫理法令順守のための活動状況の
把握に取組んでいます。
本社のコンプライアンス推進委員会は、社長を委員長と
し、委員は代表取締役、副社長執行役員、常務執行役員、支
社長、関連部各部長、監査等委員である取締役のほか、委員
長が必要に応じて指名する者で構成されます。
コンプライアンス推進委員会では、前年度の取組み結果、
当年度の取組み内容や前年度の通報状況・傾向分析などにつ
いて審議しており、重要事項は取締役会に報告しています。

相談・通報制度

コンプライアンス推進体制 ルとして定めた上、メール・手紙・FAXによる通報を可とす
るなど、通報しやすい環境を整えています。また、相談受付
のメールアドレスはドコモのホームページで公開しており、
メールマガジンやポスターなどを配布して社内周知に努めて
います。
相談・通報された事案に対して、コンプライアンス推進委

員会事務局および人権啓発推進委員会事務局が、コンプライ
アンス推進責任者（組織長）およびRCLと連携の上、必要に
応じて調査を行い、不正や不祥事などが明らかになった場合
は、速やかに企業倫理担当役員をはじめとする経営幹部およ
び監査等委員会に報告し、必要な措置や再発防止策を講じて
います。また、事案を分析し、その傾向について社内の定例
会議で全国の社員へ周知するとともにコンプライアンス研修
などにも活かしています。

2022年度は39件の相談・通報が寄せられました。コンプ
ライアンス違反の事実が判明した場合、社内規程により懲戒
処分の対象としています。

過去4年間のコンプライアンス相談件数の推移 （単位：件）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

コンプライアンス
相談件数 103 53 47 39

コンプライアンス
違反件数 47 24 17 27

経費などの不正使用 3 2 2 2

ハラスメント 22 11 7 12

そのほかのコンプラ
イアンス違反 22 11 8 13

違反なし 56 29 30 12

コンプライアンス推進委員会

法務部
総務人事部 監査部

グループ会社

コンプライアンス
推進委員会

部署

コンプライアンス
推進責任者 RCL

事務局

人権啓発室
コンプライアンス担当

部署

コンプライアンス
推進責任者 RCL
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コンプライアンス相談窓口の対応プロセス

NTTグループ贈収賄防止ハンドブック

コンプライアンス研修の継続実施
役員・社員（派遣社員を含む）のコンプライアンス意識の
向上をめざして、役職などに応じたコンプライアンス研修を
毎年実施しています。
支社・グループ会社（連結対象のうち19社）を含むグルー
プ社員全員を受講対象としたWeb研修では、研修後に社員
同士のディスカッションを実施し、コンプライアンスや人権
に関する各自の認識を共有し合うなど、継続して全社員のコ
ンプライアンス意識の向上を図っています。また、各組織の
コンプライアンス活動の推進役となるRCLを対象に、リー

コンプライアンスの取組み状況

ダーが果たすべき役割などについての認識や情報の共有を図
る研修や、トップ層のセミナーも開催しています。

2022年度も新任担当課長などを対象に、ハラスメントに
つながりかねない行動リスクから行動変容を促せるよう研修
を実施し、パワーハラスメントリスクの低減に努めています。

違反事例の周知および啓発活動
社員のコンプライアンス・人権に対する意識向上を図るた

め、社内のWebサイトで「コンプラ・人権・ハラスメント
マガジン」の定期発信、ならびに「NTTドコモグループ倫
理方針～ハンドブック～」（事例集）を活用した啓発活動を実
施しています。
四半期に1回、グループ全体のコンプライアンスおよび人
権啓発の取組み状況を取りまとめた「コンプライアンス・レ
ポート」を作成し、定例会議にて実際に発生した違反件数や
内容を報告し、グループの各組織に対して予防策や再発防止
策に向けた取組みを依頼するとともに、グループ全社員にも
共有することでコンプライアンスおよび人権啓発の意識浸透
に役立てています。
また、年2回、役員からグループ全社員に対し、社外との
接遇においては自社の規程のみならず、相手方の規程なども
確認・順守し、疑念を招く行動を厳に慎むこと、飲酒に伴う
不適切な行為は一切行わないこと、法令やプライベートも含
めたルール、モラル・マナーを順守するよう注意喚起を実施
しています。

贈収賄防止の取組み
日本および海外で事業を展開しているドコモグループは、

外国の公務員などに対する不正利益供与などを禁止した日本
の不正競争防止法、米国のForeign Corrupt Practices Act

（海外腐敗行為防止法）をはじめとして、各国の贈収賄・汚
職防止に関する法令の適用を受けています。
ドコモでは、これら法令の順守を徹底するため、不正防止

について明言している「NTTドコモグループ倫理方針」に基
づき「外国公務員等への賄賂防止に関するガイドライン」を
2010年10月に制定しました。その後、英国Bribery Act（贈
収賄防止法）の施行や各国での規制強化を踏まえ、随時この
ガイドラインを改訂しています。

2014年度にNTTグループ社員向けの意識浸透ツールとし
て新たに作成された「贈賄防止ハンドブック」が作成されま
した。このハンドブックでは、贈賄やファシリテーションペ
イメントに関する基本的な知識と事例を紹介しており、「外
国公務員等への賄賂防止に関するガイドライン」よりさらに
幅広いテーマが扱われています。ドコモグループでも2015

年度にこのハンドブック（日・英版）を国内外グループ会社
へ配布し、周知に努めています。国内外のグループ会社に対
しては、各社の事業形態や所在する国の法制などを考慮しつ
つ、倫理方針、ガイドラインおよびハンドブックを踏まえた
コンプライアンスの仕組みの構築を促し、研修や勉強会など
を通じた社員への浸透をめざして贈収賄防止強化を一層図っ
ていきます。

通報者（ドコモグループの社員、お取引先の社員など）

事実関係調査（相談内容に該当する組織の長）

調査結果
回答相談

調査報告
承認

相談受付
報告

調査報告書
提出調査依頼

コンプライアンス推進委員会事務局

企業倫理担当役員

調査結果
回答相談

調査結果
連絡

相談受付
連絡

調査報告
承認

相談受付
報告

調査報告書
提出調査依頼

弁護士事務所

コンプライアンス推進委員会事務局

企業倫理担当役員

社内相談窓口 社外相談窓口
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https://group.ntt/jp/csr/governance/pdf/anti_bribery_handbook_20220524.pdf


外国公務員等への賄賂防止に関するガイドライン

公正競争に対する取組み
ドコモは競争の一般的ルールである独占禁止法に加え、

電気通信事業法において公正競争促進のための各種規制の
適用を受けています。公正取引委員会と総務省は、独占禁
止法と電気通信事業法の適用関係などの考え方を示す「電

国内外の贈収賄に関する報告は、各事業会社の主管部署が
その役割を担っています。海外合弁会社の場合は、合併会社
の持株会社とドコモ本社の間で報告ラインを構築しており、
贈収賄の情報を管理・共有しています。

2022年度に贈収賄およびファシリテーションペイメント
により法的措置・摘発を受けた事例はありません。

はじめに　ー外国公務員等への贈賄行為の禁止ー
1. 適用対象となる外国公務員等
 1. 外国の政府又は地方公共団体の公務員
 2. 外国の政府関係機関の事務に従事する者
 3. 外国の公的な企業の事務に従事する者
 4. 国際機関の公務に従事する者
 5. 外国の政府等からの委任事務受託者
 6. 外国の政党及びその職員又は公職の候補者
 7.  上記1.から6.に規定する者の代理人、家族又はそれ

らに準ずる者

4. 外国公務員等との接触・交渉等を伴うコンサルタント、
業務委託先等の選定

5. 個別接待・贈答等の実施

6. FAQ

3. 具体的事例
 1. 会食・パーティー
 2. 贈答
 3. ゴルフ
 4. 旅行
 5. その他

2. 禁止行為・判断基準
 1. 禁止行為
 2. 時期
 3. 内容・金額等
 4. 頻度
 5. 透明性
 6. 現地法の遵守

（2010年10月制定）目次

また、年2回のお中元・お歳暮の時期には、グループ全社
員に対し、公務員などに対する不適切な費用の支出は一切行
わないことや、お中元などの贈答品に関する取扱いなど倫理
の保持と法令順守に関する注意喚起を行っています。さらに
公務員などに対する支出については、国家公務員倫理法や不
正競争防止法、海外腐敗行為防止法などに抵触することがな
いよう規程類を定め、適切な運用を行っています。
また、政治献金に関しては「NTTドコモグループ倫理方

針」「NTTドコモサプライチェーンサステナビリティ推進ガ
イドライン」に基づいて行うとともに、国内では政治資金規
正法の順守を徹底しています。なお2022年度の日本におけ
る政治献金額は、1,000万円でした。

贈収賄およびファシリテーションペイメントにより  
法的措置・摘発を受けた件数（国内・海外含む） （単位：件）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

件数 0 0 0 0

ドコモの政治献金の実績 （単位：万円）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

政治献金額（通信行政） 1,200 1,200 1,000 1,000

気通信事業分野における競争の促進に関する指針」などを
策定し、新規参入の促進、公正で自由な競争環境の整備を
図っています。
また、改正電気通信事業法及び関係省令が2019年10月
に施行され、通信料金と端末代金の完全分離、行き過ぎた囲
い込みなどの是正による携帯電話市場における公正競争の促
進が求められています。

電気通信事業に関する法規制
関連法令順守のため、毎年継続的に公正競争に関する

Web研修などを実施しています。また、実務上の留意点な
どをまとめた公正競争マニュアルを作成し、社員向けにイン
トラネットを通じて公開しています。
そのほか、社内における新規サービスの検討にあたって

は、電気通信事業法に抵触していないか経営企画部などが確
認し、法令順守を徹底しています。
公正取引委員会は、2016年8月に、携帯電話市場におけ

る競争施策上の課題についての考えを示し、独占禁止法上
の問題となりうるものについて見直しを促していましたが、
2021年6月にも報告書を公表し、MNOへの新規参入による
競争の促進、MVNOの競争環境の確保に向けて、および販
売代理店（評価制度、携帯電話端末の販売価格の設定方法、
独自商材の取扱い）において新たな競争政策上の課題がある
と指摘していました。その後、携帯電話端末（スマートフォ
ン）のいわゆる「1円販売」といった極端な値引き販売とい
う新たな問題が指摘されてきたとして、2023年2月にも「携
帯電話端末の廉価販売に関する緊急実態調査」について報告
書を公表し、携帯電話端末（スマートフォン）単体での収支
が赤字となる価格で販売することが独占禁止法上問題となる
おそれがあること、販売代理店に対してMNP獲得指標にお
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ける高すぎる目標水準を設定することが販売代理店による不
当廉売の原因となり得ること、設定する目標水準に関する販
売代理店との協議が十分に行われていない場合は優越的地位
の濫用となるおそれがあることなどを指摘しています。
また、総務省は、2020年10月に、モバイル市場の公正

な競争環境の整備に向け、改正法適合プランへの移行促進、
eSIM*の促進、SIMロック解除の推進、MNPルールの整備
など、今後取組むべき事項について具体化を図る観点から、
「モバイル市場の公正競争に向けたアクション・プラン」を
公表しました。
これらの動向を踏まえ、ドコモグループではこれまでと同
様に法令・ガイドラインを順守し、利用者ニーズを踏まえた
料金・サービスの提供に努めていきます。
*  携帯電話ネットワークにアクセスするための情報をオンラインで書き込むことができるSIMで
あって、携帯電話端末に組み込まれているもの

利益相反の回避
利益相反行為は取引の公平性を担保する観点から各国で法
律により規制されています。当社では利益相反の回避につい
て日本の会社法などに基づき社内規程を定めています。
具体的な対応としては、経営幹部が利益相反を引き起こす
可能性のある取引を行おうとする際は、それが取締役である
場合は取締役会の、取締役以外の場合は企業倫理担当役員の
事前承認を得るよう規程しています。また、当事者である取
締役は、その取締役会決議に加わることができません。
このように利益相反行為を回避する仕組みを運用し、取引
の公平性を担保できるようにしています。

反社会的勢力との関係遮断
当社では、「反社会的勢力との関係遮断に関する対応方

針」を定め、従前より反社会勢力との関係遮断に取組んで
います。

2011年10月までに全47都道府県で「暴力団排除条例」
が整備されたことに伴い、「反社会的勢力との関係遮断に関
する対応方針」を改定し、業務委託契約書などの標準書式に
暴力団排除のための条項を追加するなどのさらなる強化を
図っています。

知的財産に関する社員への取組み
近年重要性が高まる知的財産について、他社の知的財産に

かかわる権利を尊重しつつ、自社の事業を保護・推進し、国
内外における競争力向上に努めています。その意義目的など
に関する社員の理解を深めるため、毎年継続的に知的財産に
関する研修を実施しています。また、知的財産ハンドブック
を作成し、社員向けにイントラネットを通じて公開していま
す。知的財産ハンドブックは、知的財産の取扱いについて実
際の業務に即した内容をテーマにQ&A形式で学べる内容と
し、社員の知的財産への意識向上に役立てています。

事業活動を行うにあたっては、さまざまなお取引先のみな
さまとのかかわりが重要です。
ドコモのビジネスモデルを支える事業パートナーとして、

通信施設・設備のサプライヤ・施工事業者、端末メーカー、
ドコモショップをはじめとする販売代理店が挙げられます。
当社では、サプライヤを含めた事業全体で適切なサプライ
チェーンマネジメントを実施しています。

サプライチェーンのグローバル化と複雑化が一層進展して
いる中、人権、倫理、環境、災害・パンデミック、セキュリ
ティなどの世界的な問題への適切な対応が重要な課題となっ
ています。ドコモは、「調達基本方針」に基づいてサステナ
ブルな調達活動を実施しています。

事業活動を行う上で重要なパートナーであるお取引先と
のかかわりを重視し、公正な取引はもちろんのこと、さま
ざまな社会的責任を踏まえたサステナブルな調達に取組ん
でいます。

ドコモのサプライチェーン

基本的な考え方

お客さま

販売
代理店

ドコモ

企画・設計

通信インフラ
提供

端末／
サービス提供

直接販売
（オンライン
など）

メーカー／
サービス
プロバイダ

原材料・部品
調達先

通信
建設会社
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サプライチェーン



NTTグループは、「NTTグループサステナビリティ憲章」を
制定し、「企業としての成長」と「社会課題の解決」を両立し、
「持続可能な社会」を実現する取組みを推進しています。
現代のサプライチェーンにおいては、グローバル化・複雑
化の進展により、人権、倫理、環境、災害・パンデミック、
セキュリティなどの世界的な規模の問題への対応が重要な課
題となっています。
このような課題に対し、NTTグループはサプライチェー
ンを構成するすべてのサプライヤのみなさまと相互理解を深
めて信頼関係を築き、みなさまとともに高い倫理観のもと、
人権保護や地球環境保全などをはじめとした安全・安心なサ
プライチェーンの構築・維持に向けて努力し続けることで、
持続可能な社会の実現に主体的・積極的に貢献していきたい
と考えています。そのために、ドコモは以下の調達基本方針
に基づいた調達を実施します。

NTTドコモグループ　調達基本方針 ガイドラインの運用とチェック体制
ドコモでは、多岐にわたるサプライチェーンにおいて、一

定規模以上または代替不可能な製品を供給するネットワーク
設備・携帯電話端末のサプライヤを、サステナブルサプライ
チェーンマネジメントにおいて特に重要な一次サプライヤと
定義しており、これらのサプライヤに対して、ガイドライン
の運用状況を確認するためEcoVadis*プラットフォームによ
る自主評価質問票（SAQ）の提出を求めています。2022年度
は、対象となる14社から回答を得ました。チェック項目は
サステナビリティに関連する4つの領域（環境、労働と人権、
倫理、持続可能な資材調達）の影響を含む、財務以外の幅広
い項目を網羅しています。
また、環境影響の低減に向けた取組みとして、環境関連活

動調査票や製品含有化学物質調査回答書、RoHS対象物質不
使用証明書への回答も要請しています。

2022年4月からは、「NTTドコモ サプライチェーンサス
テナビリティ推進ガイドライン」制定に伴い、本ガイドライ
ンで要請する事項について、サプライヤの履行状況を確認す
るために、ドコモは必要となる情報の開示をサプライヤに求
めるとともに監査を実施していきます。本ガイドラインに記
載する事項を満たさない行為や事象が特定された際には、サ
プライヤに対して改善を求め、改善状況によっては取引の見
直しなども含め適切に対処する運用としています。
ドコモにおけるサステナブルなサプライチェーンマネジメ

ントは調達責任者である副社長をトップに、サプライヤと
ともに取組むことを基本スタンスとし、重要業績管理指標
（KPI）を定め、その進捗を管理しています。またこれらの取
組みが確実に実行されるよう、調達担当者への教育を定期的
に実施しています。
*  EcoVadis：企業のサプライチェーン全体でのサステナビリティパフォーマンスの向上を目的と
した評価機関。これまでに175か国、10万社以上の評価を行っています

NTTグループは、持続可能な社会の実現に向けた取組み
を進めていくために、「NTTグループサプライチェーンサス
テナビリティ推進ガイドライン」および「NTTグループグ
リーン調達基準」を公表しています。また、ドコモでは、調
達に関する基本方針に基づき、サプライチェーンとしての姿
勢や責任について、これまでの「NTTドコモ サプライチェー
ンCSR推進ガイドライン」を「NTTドコモ サプライチェー
ンサステナビリティ推進ガイドライン」として再構築し、
2022年4月に制定しました。本ガイドラインをサプライヤ
のみなさまに要請することで、持続可能なサプライチェー
ン、ひいては持続可能な社会の実現につなげていきたいと考
えています。
ガイドラインは、サプライヤのみなさまへの要請事項（行

動規範）とサステナビリティに関連する7つの領域（人権・労
働、安全衛生、環境、公正取引・倫理、品質・安全性、情報
セキュリティ、事業継続計画の策定）で順守すべき項目を定
め、直接取引を行うサプライヤに適用されます。また、その
上流のサプライチェーンを構成するサプライヤのみなさまに
対して、契約に基づき、本ガイドラインの内容の伝達と順守
のための働きかけを行っています。

2022年4月には、「NTTドコモ グリーン調達基準」を制
定し、サプライヤのみなさまに環境マネジメントシステムの
構築・運用、温室効果ガスの削減や資源循環、生物多様性保
全に代表される環境負荷削減の取組みを要請しています。

サステナビリティ調達の推進

NTTドコモグループ　調達基本方針

1.  広く国内外のサプライヤのみなさまに対し、公正に競争
機会を提供するとともに、相互理解と信頼関係の構築に
努めます。

2.  品質・価格・納期・安定供給を総合的に判断し、ビジネ
スニーズに即した競争力ある製品・サービスを、経済合
理性に基づき調達します。

3.  法令や社会規範を遵守するとともに人権・環境・安全な
どを重視した調達を行うことで、持続可能な社会の実現
に貢献します。

NTTグループサプライチェーンサステナビリティ推進ガイドライン
NTT グループグリーン調達基準
NTTドコモ サプライチェーンサステナビリティ推進ガイドライン
NTTドコモ グリーン調達基準
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https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/corporate/disclosure/procure/policy/csr_procurement/supply_chain.pdf
https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/corporate/disclosure/procure/policy/csr_procurement/green.pdf


取引先リスクアセスメントのプロセス
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紛争鉱物への対応

サプライチェーンのリスクアセスメント
サプライヤに対するリスクアセスメントは、二段階のプロ
セスを経て実施しています。毎年、各取引先へ自主評価質問
票（SAQ）を配布し回答いただいていますが、2022年度から
はEcoVadisプラットフォームによるSAQの提出を依頼し、
自主評価質問票（SAQ）を配布し、回答していただく方法に
変更しました。EcoVadisより発行されるスコアカードによ
るフィードバックにて、回答内容から高いリスクが存在する
可能性がある場合は、当社社員との直接対話を通じて状況を
確認し、是正措置計画を共同で作成するなどの対応を行いま
す。リスクアセスメントの結果、2022年度もサステナビリ
ティ上の高いリスクがあると判断されたお取引先はありませ
んでした。
二次以降のサプライヤについては、ネットワーク構築、顧
客システムで使用する汎用品のうち、一定額以上ないしは主
要な通信制御区間を部分的に高比率で担う製造元、携帯電話
端末の調達において製品構成の主要部材を供給している企業
についても、サステナビリティの観点からリスクの把握が重
要であると考え、定期的にサステナビリティリスクをモニタ
リングしています。

外部団体への参画
2017、2018年度に、グローバル・コンパクト・ネット
ワーク・ジャパン（GCNJ）のアソシエイト企業として活動
に参画しました。いずれの年度もサプライチェーン分科会に
参加し、サプライチェーン上の課題解決に向けて、参加企業
と意見交換などを行いました。

紛争鉱物
コンゴ民主共和国など紛争の存在する地域で産出される鉱

物の一部は、非人道的行為を行う武装勢力の資金源となって
紛争を助長する、あるいは人権侵害を引き起こすなどの可能
性があるといわれています。米国政府は、米国上場企業 *1に
対して、コンゴ民主共和国またはその隣接国で産出される
「紛争鉱物 *2」の製品への使用状況を、開示することを義務
付けています。
当社グループは、調達活動における社会的責任を果たすた

め、サプライヤのみなさまと連携し、サプライチェーンの透
明性を確保するとともに、武装勢力の資金源となる「紛争鉱
物」の不使用に向けた取組みを推進しています。

2021年度に引き続き、2022年度もお取引先からの要望に

調達業務においては、物品の調達を目的にさまざまなサプ
ライヤとの間で交渉する際に、公平・公正・透明な取引を通
じて継続的な安定調達を実現することが求められています。
全社員を対象に調達にかかわる社内規程や調達プロセスに
ついて研修を毎年実施し、社内の調達スキル向上を図って
います。

交流会などを通じて双方が互いに要望や提案を交わすこと
で、サプライヤとのよりよいパートナーシップの構築に努め
ています。自主評価質問票（SAQ）の回答内容を確認するた
めの直接対話や新規サプライヤ選定時の現地訪問時には、工
場調査票に基づいたアセスメントを行うとともにBCPの構
築状況の確認も行っています。また、例年開催している「ビ
ジネスパートナーキックオフ」については新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響を受け2021年と2022年は開催を見送
りましたが、Web会議システムを活用したオンラインでの
調達説明会や2022年4月に制定した「NTTドコモ サプライ

調達スキルの向上

サプライヤとのコミュニケーション

サステナビリティ上の高いリスクがある
お取引先数（2022年度） 0 社

応じ、一次サプライヤに対して、製品に含まれる紛争鉱物の
原産国調査を紛争鉱物調査テンプレート（Conflict Minerals 

Reporting Template：CMRT）を用いて実施し、サプライヤ
／製品ベースで100%の回答率を得ています。
*1  2018年4月に当社はニューヨーク証券取引所の上場を廃止しました
*2  同法において、「紛争鉱物」とは、タンタル、スズ、金、タングステン、その他米国国務長官が
指定する鉱物のことをいいます
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チェーンサステナビリティ推進ガイドライン」「NTTドコモ 

グリーン調達基準」説明会を通じて、ドコモを取り巻く環境
を説明するとともに、引き続き競争力があり品質に優れた製
品を安定的に供給していただけるよう、サプライヤと意見交
換を行っています。

受付方法の多様化
2022年度は電話での注文完結や、ビデオ会議システムを
利用したオンライン接客受付をすることにより、店頭稼働の
削減に取組んできました。2023年度に入り、コロナ5類指
定後のお客さまの活動量を受け、予約なしのお客さまの受付
も促進し、より幅広いニーズにお応えできるようになりまし
た。既存の取組みを推進、改善し、店頭稼働削減にも継続的
に取組んでいきます。

働きやすい職場づくりとインセンティブ
ドコモショップのスタッフは、お客さま対応の最前線とな

ります。スタッフは、それぞれ代理店などに所属しています
が、必要な教育や啓発、インセンティブの提供などはドコモ
からも行っています。
さらに、主要な販売網においては、定期的に本社の専門部

継続的な教育研修と資格体系
通信業界の市場環境の変化に伴い、ドコモショップのめざ

す姿を「お客さまの生活をより便利に・楽しく・豊かにする
トータルライフサポート拠点」とし、ドコモショップスタッ
フの製品・サービスに対するスキルの向上はもちろん、お客
さま対応のさらなるレベルアップをめざし、2019年4月に
ドコモショップのスキル資格制度を刷新しました。
スタッフ研修についても「お客さまの生活を快適にする新

たな価値を提案すること」を基本的な考え方に据え、新製
品・新サービスへの対応だけでなく、お客さまやスタッフか

ドコモの通信設備については通信建設会社によって施工さ
れ、サービスを提供しています。当社は、パートナー関係に
ある通信建設会社と適正な契約を結び、お客さまのニーズに
きめ細かくお応えする通信環境を整えています。
具体的には、通信建設会社による設計業務、施工業務など
の一連の建設工程を建設業法に則り適切に契約するととも
に、当社が基準の制定や工事監理人の配置を行うことで、人
身事故の未然防止と当社が求める通信品質を管理する体制を
確保しています。通信設備工事では高所作業を伴うことが多
いため、特に安全に関するアセスメントを徹底するととも
に、安全確認のための工事への立会やネットワークカメラの
導入を推進し、遠隔でも安全の見守りを行う取組みを開始し
ています。また、1年間を通して無事故の通信建設会社に対
しては、感謝状を進呈しています。
パートナー企業のみなさまとは、日頃から方針説明会、
キックオフミーティング、改善活動発表会などのコミュニ
ケーション機会を通じて良好なコミュニケーションを図って
います。さらに通信建設会社から新しい技術提案をいただく
「バリューエンジニアリング提案」を四半期ごとに実施し、
優れた技術提案に対しては社長名での表彰も行っています。
なお、2022年度は113件の提案があり、うち77件を採用し
ました。

ドコモでは、ドコモショップや量販店などの販売代理店を
通じてお客さまに製品やサービスを提供しています。

2023年3月末時点でドコモの製品・サービスの専門店
舗であるドコモショップは全国に2,160店舗あり、ドコモ
ショップ以外の家電量販店をはじめとした複数の事業者の製
品・サービスを扱う併売店やドコモ製品を販売する取扱店が
約3,000店舗あります。ドコモはパートナー関係にある代理
店との契約項目の中にサステナビリティの推進も含めて適正
な契約を結び、お客さまのニーズにきめ細かくお応えする
サービス体制を整えています。

通信建設業者に対する考え方

販売代理店との適正な契約

ドコモショップスタッフへのサポート

門や支店スタッフが巡回点検・意見交換を行い、働きやすい
環境づくりの指導を行っています。
ドコモショップでは主要な販売網に対し、財務的なインセ

ンティブを幅広く提供しています。また、非財務インセン
ティブとしては、販売スタッフの長期安定雇用を図るための
勤続表彰などを実施しています。

主要な販売網へのインセンティブ

支援内容 インセンティブ

運営体制支援 代理店の安定運営支援

スキル資格支援 販売スタッフのスキル資格取得支援

営業活動インセン
ティブ 営業活動の質を向上する支援

アフターサポート
インセンティブ 故障応対の質を向上する支援

LTV連動インセン
ティブ

お客さまにドコモのサービスを長く継続・ご利用
いただくためのていねいな説明を推進する支援

ドコモのビジョン
ドコモの
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ドコモショップスタッフ応対コンテスト マイスター・オブ・ザ・イヤー2019 全国大会

設置された無料充電コーナー

らの要望を考慮した内容に随時更新し、現場で必要とされる
スキルの向上に努めています。

ショップスタッフの資格とスキル

資格 スキル

フロントスペシャリスト 店頭対応のマネジメントが可能

グランマイスター お客さまのニーズを把握し、商品やサービ
スの価値提案が可能

マイスター お客さまに合った提案が可能

プレマイスター 好感の持てる一次応対が可能

テクニカルアドバイザー 技術面での知識が豊かで、多様な故障など
の問い合わせにも素早く分析や対応が可能

ドコモショップスタッフ応対コンテスト
全国のドコモショップスタッフが集まり、お客さま対応を
披露する「ドコモショップスタッフ応対コンテスト マイス
ター・オブ・ザ・イヤー」全国大会を例年開催していまし
た。同大会は、製品やサービスに関する正確な知識に加え、
お客さまのニーズに合う最適なご提案など、日頃のお客さま
対応スキルを披露するコンテストで、2019年度までに11回

2018年9月の北海道胆振東部地震では、北海道全域で停
電が発生したことを受け、被災地のドコモショップおよび
自社ビルを開放し、携帯電話無料充電サービスを実施しま
した。
ドコモショップにおける災害対策として、停電時におい

ても無料充電サービスを提供できる体制を強化するために
2023年3月末現在、太陽光発電システムを323店舗に設置
しています（ドコモの災害対策 P. 84  ）。

「ドコモ・ハーティスタイル」（ P. 69  ）の考えに基づき、
全国のドコモショップでバリアフリー化を進めています。具
体的には、入口の段差の解消、店内スペース（車いす動線）の
確保、車いす対応のカウンターおよびトイレの設置、障がい
のある方用駐車スペースの設置などです。2023年3月末現
在、入口や店内スペースについては9割以上、トイレ・駐車
場スペースは8割以上がバリアフリー化店舗になりました。

聴覚に障がいのある方向けには、テレビ電話を通じてお客
さまとドコモショップスタッフ間の手話通訳を行う「手話サ
ポートテレビ電話」を621店舗（2023年3月末時点）に設置
しています。このほか、多くの店舗に「簡易筆談器」を配備
しています。
また、店頭で最新の「らくらくホンシリーズ」を体験して

いただけるようにしています。このような店舗のバリアフ
リー化やツールの提供に加え、ドコモショップの新人スタッ
フ全員が対象の「新人スタッフ入店研修」において説明を行
うなど、周知・浸透にも取組んでいます。2022年度は全国
で約3,500名が受講しました。

これら資格取得者が中心となり、新たな価値を提案し、お
客さまに信頼され、愛されるトータルライフサポート拠点を
めざします。これらの資格保有者は94%を超えており、最
上位の資格についても約13%のスタッフが保持しています。
スタッフにとっても、研修の受講や資格取得は自身の成長
を実感する場となるだけでなく、資格に応じて資格手当が得
られるため、モチベーションの向上にもつながります。

ドコモショップでの災害対策の強化
ドコモショップでのユニバーサルデザイン推進

（ドコモ・ハーティスタイル「お客さま窓口の充実」）

にわたって開催してきました。2020年度以降は新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響を考慮し開催を見合わせ、今後に
ついては検討しています。

入口バリアフリー化 2,096店舗
店内スペース（車いす動線）の確保 2,087店舗
障がい者用駐車スペース 1,782店舗
車いす対応トイレ 1,937店舗
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コーポレート・ガバナンスに関する体制図

（2023年6月末現在）

取締役会
監査等委員でない取締役

監査等
委員会室

監査部

経営会議 内部統制
委員会

代表取締役社長

選任・解任

選任・解任監査

重要事項の
付議・
報告

会計
監査

業務執行権限の委譲

内部
監査

連携

指示・報告

連携

報告

監視 報告

連携
選任・解任

監督 報告選定・
解職

株主総会

常務執行役員 執行役員

本部長、支社長など

会計監査人

監査等委員会監査等委員である取締役

取締役会における経営戦略議論を一層充実させるととも
に、事業会社として経営の機動力をさらに向上させていく体
制を整えるため、監査等委員会設置会社を機関設計として採
用しています。
監督機能については、社外取締役を複数名選任するととも
に、その能力・見識を十分に発揮できるよう、取締役会議案
の事前説明の充実や、代表取締役・社内役員との定期的な会
合の設定など支援体制を整備し、取締役会の監督機能を強化
しています。監査機能については、常勤者を含む監査等委員
が取締役会等の重要な会議に出席するほか、監査等委員会が
会計監査人や監査部などとも連携して、取締役の職務執行状
況に関して実効性の高い監査を実施することで、経営の健全
性の確保を図っています。

ドコモは、「新しいコミュニケーション文化の世界の創造」
という企業理念に基づき、活力ある豊かな社会の実現に貢献
し、お客さまをはじめとするステークホルダーから高い信頼
と評価を得られるよう企業価値の向上をめざしています。
お客さま・社員・パートナーおよび地域社会をはじめとす
るさまざまなステークホルダーの期待に応えつつ、企業価値
の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンスが有効
に機能するよう、体制の強化を行っていくことが重要と認識
しています。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

基本的な考え方

加えて、執行と監督の役割の明確化および業務執行機能の
強化を目的とした執行役員（男性22名、女性3名）制度によ
り、経営環境の変化へスピーディーに対応する体制を整備
しています。2023年6月末現在のドコモの女性役員比率は、
17.5%です。

取締役の構成（2023年6月末現在） （単位：名）

区分 男性 女性 合計

監査等委員でない取締役 8（うち、社外2） 2（うち、社外1） 10

監査等委員である取締役 3（うち、社外2） 2（うち、社外1） 5

（参考）執行役員 22 3 25
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取締役の選任・解任については、取締役会の開催に先立ち
親会社および社外取締役に対し説明を行い、適切に助言を得
た上で取締役会にて決議し、株主総会に付議しています。
監査等委員でない取締役の選任について、監査等委員会は

取締役候補者が適切なプロセスに基づいて選任されているか
確認しており、選任などおよび報酬などに関する意見陳述権
を適切に行使しています。
将来の経営者候補については、業務執行取締役および執行

役員を母集団として、取締役会や経営会議などへの参加を通
じて、経営上の重要事項についての意思決定に関与すること
で、ドコモの経営に対する知見・経験を深めています。加え
て、各種役員研修プログラムなどを通じて、経営者に必要と
されるスキルを育成しています。

多様な経歴、さまざまな価値を持つ人たちが力を発揮でき
る労働環境を創生し社員の多様性を促進することは、当社に
とって重要な経営目標です。当社の役員は、専門分野などの
バランスおよびジェンダーや国際性の面を含む多様性を考慮

持続的な企業価値の向上を実現することを目的に、取締役
会の責務・運営・構成などに対する課題や改善点を認識して
継続的に改善していくために、取締役会の実効性に関する分
析・評価を実施しています。

取締役会は、社外取締役6名を含む計15名の取締役で構
成され（監査等委員でない取締役の任期は1期1年）、原則毎
月1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、経営に関
する重要事項について意思決定を行うほか、業務執行取締役
および執行役員からその執行状況の報告を随時受け、経営の
監督を行っています。業務執行に関する重要事項について
は、代表取締役社長、代表取締役副社長、常務執行役員など

取締役の選任・解任および後継者育成

役員の多様性取締役会の実効性評価

業務執行および監査体制

取締役の状況

監査等委員でない取締役（2023年6月末現在）

氏名 地位および役職

井伊 基之 代表取締役社長
田村 穂積 代表取締役副社長
栗山 浩樹 代表取締役副社長
前田 義晃 代表取締役副社長
新宅 正明 社外取締役
菊地 伸 社外取締役
石渡 明美 社外取締役
丸岡 亨 取締役
黒岩 真人 取締役
藤城 夏子 取締役

監査等委員である取締役（2023年6月末現在）

氏名 地位および役職

白川 貴久子 取締役（常勤監査等委員）
齋藤 謙二郎 取締役（常勤監査等委員）
寒河江 弘信 社外取締役（常勤監査等委員）
池田 佳隆 社外取締役（常勤監査等委員）
千葉 通子 社外取締役（監査等委員）

で構成される経営会議を設置し、原則毎週定例日の開催と必
要に応じた臨時開催により、代表取締役社長による機動的で
迅速な意思決定を可能としています。また、代表取締役社長
のもと、内部統制委員会を設置し、随時、委員会を開催し、
業務執行の最高責任者自らが、内部統制の整備を総括してい
ます。
監査等委員会は、計5名の取締役で構成され（任期は1期2

年）、常勤監査等委員4名を選定しています。また、監査等
委員会の職務執行を補助する専任の組織として監査等委員会
室を設置し、監査等委員会の指揮命令に従う専従の使用人を
配置しています。
監査等委員会では、監査の方針・計画・方法その他監査に

関する重要な事項についての意思決定を行い、これに基づき
取締役会などの重要な会議へ出席するほか、取締役などから
の報告聴取、重要な文書などの調査、本社および主要な事業
所ならびに子会社の実地調査などにより、取締役の職務執行
を監査します。さらに、これら監査活動を通して内部統制シ
ステムの整備・運用状況について監視し検証します。
また、監査部との定例会合（原則毎月1回）にて内部監査結
果の報告、および子会社監査役との意思疎通および情報の交
換などを図るほか、監査部および会計監査人とは定期的に監
査計画や監査結果についての情報交換を図り連携を密にする
ことにより、監査の実効性を確保しています。

評価結果と今後の運営方針
当社の取締役会の責務・運営・構成などは適切であり、実

効性は確保されていると評価しました。
引き続き、さらなる企業価値の向上を実現することを目的

に、中期経営戦略などの実現に向けた取組み状況、経営資源
の配分、経営環境の変化への対応などを取締役会で定期的に
検証していきます。
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ドコモの
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した構成としています。なお、2023年6月末現在、取締役
に4名の女性を選任しています。
取締役については、専門分野などのバランスおよび多様性
を考慮して、グループトータルの発展に寄与する幅広い視野
と経験を有し、マネジメント能力とリーダーシップに優れ、
経営センスと意欲のある人材から選任しています。
監査等委員である取締役については、上記に加え、専門的
な経験、財務・会計に関する知見により適切な監査が期待で
きる人材を選任しています。

ドコモではビジネスリスクの早期発見と早期対処を基本方
針として、リスクマネジメントの強化に取組んでいます。自
然災害、電力不足などの天災や人災、個人情報を含む業務上
の機密情報の不適切な取扱い、通信業界を取り巻く市場環境
の変化やほかの事業者などとの競争の激化により、ドコモグ
ループの信頼性・企業イメージが低下し、または、収入の減

「リスクマネジメント規程」に基づき、ビジネスリスクを
定期的に洗い出し、社長を委員長とする内部統制委員会にお
いて全社横断的な管理を要するリスクを特定するとともに、
特定したリスクについては管理方針を決定しています。リス
クの現実化に対する適切な未然防止と発生時には迅速な対応
が取れるよう体制を構築しています。
また、リスク対応の状況把握については、監査部による内

部監査を行うとともに、必要に応じてフォロー調査を実施し
ています。各種法令順守を含め、環境・社会側面に関して
も、業務規程類に取り込むことで、監査対象とし、適切なモ
ニタリングを実施しています。また、「情報管理」「コンプラ
イアンス」など関連する内容については、各種規程類などを
整備した上で各種委員会組織などと連携を図り、的確なリス
クマネジメントを実施しています。

内部統制委員会の機能
ドコモは、取締役会で決議した「内部統制システムの整備

に関する基本方針」に基づき、内部統制委員会を中心として、
法令などの順守徹底、業務の有効性・効率性などを確保する
ための体制を整備しています。全社横断的な管理を要するリ
スクを特定するとともに、特定したリスクについての管理方
針を決定するのも、同委員会にて実施しています。その方針
に沿って、リスクが現実化しないよう適切な未然防止策を講
じるとともに、発生時には迅速に対処するよう努めていま
す。また、監査部が上記の有効性評価を含め、ドコモグルー

ドコモは、事業とESG（環境・社会・企業統治）課題への
取組みを一体的に推進しサステナブルな社会の創造に貢献
するという事業運営方針のもと、経営の中にサステナビリ
ティを組み込むとともに、経営戦略や社会の要請・変化を
踏まえ、サステナビリティの継続的な改善・向上に努めて

豊富な経験と高い見識を有する者が、ドコモの地位を持ち
ながら対外的な活動などを行うことは、ドコモグループのプ
レゼンス向上に寄与することから、経営にとっても有意義で
あると認識し、相談役・顧問制度を運用しています。
相談役・顧問への委嘱業務は、ドコモ定款第19条に定義
されており、相談役は経営全般に対して、顧問は特定の業務
に対して社長の諮問に応じる役割を担っています。対外的な
活動を中心に社長が依頼した事項に対して業務を遂行してお
り、相談役・顧問が現経営陣に対して必要以上の影響力をお
よぼしたり、経営判断に関与することはありません。

基本的な考え方

リスクマネジメント体制

サステナビリティへの対応

相談役・顧問制度

います。
内部統制委員会においてサステナビリティを巡る課題を含

む重要なリスクを網羅的に管理し、取締役会に報告するとと
もに、環境・社会に関するリスクについては「サステナビ
リティ推進委員会」を設置しサステナビリティ推進のPDCA

（計画・実行・評価・改善）サイクルを確実に回しています。
また組織長などが参加する定例全国会議においては、サステ
ナビリティ推進の実施状況や課題について報告・議論してい
ます。
サステナビリティ推進委員会のメンバーは代表取締役社長

を委員長として、代表取締役副社長、監査等委員である取締
役、常務執行役員、関連部門の各部長などで構成され、サス
テナビリティ推進委員会で議論した中で重要なものは取締役
会や経営会議に報告する仕組みとしています。
ステークホルダーからのドコモに対するご意見、ご要望な

どについては、ステークホルダーごとに担当する主管部門に
て情報を把握・収集し必要に応じて対話を行っています。

少やコストの増大が発生し得ることをドコモのリスクとし、
可及的に予防・軽減するための対策を講じています。

ドコモのビジョン
ドコモの

サステナビリティ
地球環境保全

研究開発・
イノベーション

お客さま・地域との
エンゲージメント

安心・安全で
レジリエントな社会

多様な人材・
社員の働きがい
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リスクマネジメントの運用サイクル

Plan
内部統制委員会など

1.  全社リスクの特定
2.  管理方針の策定

Action
内部統制委員会など
有効性評価結果を受けた
内部統制システムの
運用などについての検討

Check
監査部

監査を通じた
内部統制システムの
有効性の評価

Do
本社各室部

1.  全社リスクの管理方針に  
基づいた管理の実行

2.  部門リスクの管理

支社
1.   全社リスクの認識と  
組織内への浸透

2.  本社各室部との連携

プのリスクの最小化・企業価値の増大化に貢献することを目
的に、各社の内部監査部門と連携し、内部監査やサポートを
実施しています。
リスクマネジメントプロセスが機能しているかについて、
同委員会においてレビューし、PDCAサイクルの進捗状況
を確認しています。必要な場合には随時リスクに関するレ
ビューを実施しています。このように、漏れのない適切な管
理体制にて確実にリスク管理を行っています。

災害発生時の通信ネットワークの確保は通信事業者として
の重要な責務です。災害発生時にも事業を継続し、仮に継続
できなかった場合にも短期間で事業を行える状態に戻すこと
ができるよう、「災害等対策マニュアル」に社内の各組織が
継続しなければならない業務を定め、全社的な事業継続と早
期サービス復旧に取組んでいます。
なお、災害等対策マニュアルについては、東日本大震災の

教訓から得たノウハウなどを踏まえて、随時内容を見直し、
事業継続に向けた取組みの強化に努めています。

ドコモでは、大規模災害発生時の通信サービスの確保に向
け、さまざまな取組みを行っています。災害に強い通信ネッ
トワーク（大ゾーン・中ゾーン基地局の展開など）を構築す
るとともに、毎年総合防災訓練や地域の特性にあわせた防災
訓練を実施しています。さらに災害対策基本法で規定される
「指定公共機関」として、国・地方自治体・自衛隊などとの
合同の防災演習にも参加しており、これらを通じて、災害時
におけるネットワークの安全性と信頼性の向上に努めていま
す。（ P. 84  ）
また、社員やその家族の安全確保と迅速な安否確認・通信

ネットワークの復旧態勢構築を目的として、定期的に自社で
構築した「社員安否確認システム」や「地震防災訓練アプリ」
を活用した訓練も実施しています。

子会社に関するリスクについては、リスク管理に関する
規程に従い、ドコモグループに内在するリスクについて管
理し、規模や業態に応じたリスクマネジメントを実施して
います。

「リスクマネジメント規程」に基づき、社長が委員長を務
める内部統制委員会にて、リスクの洗い出し、特定を行って
います。これらのリスクを踏まえ、取締役会において最終的
な経営判断を行っています。
事業リスクに関しては、社会動向を踏まえ毎年度更新して
います。これにより、新興リスクなどにも予防的に対処する
ことを可能にしています。これらのリスクに対しては、全社
横断的に適切な対応をしていますが、さらに、業務ごとに対
応すべきリスクがある場合には各部署が適切に対応するよう
にしています。

当社では社会環境の変化などを踏まえ、想定するリスク
や、その管理方針の見直しを毎年度行っています。リスクの
特定についてはまず、現状の評価に加え、社会状況の変化を
取り込むため、内部・外部状況を踏まえ、新規にリスクを抽
出します。その後、影響度・発生頻度などによる評価・分析
を経て、重要性評価を通じて全社リスクを特定しています。

事業継続計画（BCP）への対応

災害発生時における社員の安全確保や通信確保対策

子会社に関するリスク

リスク管理文化の醸成と拡大

リスク特定プロセス

特定されたリスクは、管理方針に従い全社リスクにかかる
回避策または軽減策が適切に実施されているか否かについ
て、監査部により定期的にモニタリングを実施しています。

ドコモのビジョン
ドコモの
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地球環境保全

研究開発・
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